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【公報種別】特許法第１７条の２の規定による補正の掲載
【部門区分】第３部門第４区分
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【国際特許分類】
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   Ｂ２２Ｆ   3/24     (2006.01)
   Ｈ０１Ｍ   8/12     (2016.01)
   Ｃ２２Ｃ  27/06     (2006.01)
【ＦＩ】
   Ｃ２２Ｃ    1/04     　　　Ｅ
   Ｂ２２Ｆ    3/10     　　　Ｆ
   Ｂ２２Ｆ    3/11     　　　Ａ
   Ｈ０１Ｍ    8/02     　　　Ｙ
   Ｂ２２Ｆ    3/24     　　　Ｃ
   Ｈ０１Ｍ    8/12     　　　　
   Ｃ２２Ｃ   27/06     　　　　

【手続補正書】
【提出日】平成29年5月23日(2017.5.23)
【手続補正１】
【補正対象書類名】特許請求の範囲
【補正対象項目名】全文
【補正方法】変更
【補正の内容】
【特許請求の範囲】
【請求項１】
　８０重量％以上のクロム含有量を有し、その中に細孔及び酸化物介在物のいずれか一方
又は両方が存在する粉末冶金部品であって、少なくとも１つの領域において、部品を通る
切断面における単位面積当たりの細孔及び酸化物介在物の合計の数が１平方ｍｍ当たり、
１０，０００以上であることを特徴とする粉末冶金部品。
【請求項２】
　単位面積当たりの細孔及び酸化物介在物の合計の数が１平方ｍｍ当たり、９０，０００
以上であることを特徴とする請求項１に記載の粉末冶金部品。
【請求項３】
　クロム含有量が９０重量％以上であることを特徴とする請求項１又は２に記載の粉末冶
金部品。
【請求項４】
　部品の領域において、部品の全厚さに亘って、密度が、理論密度の７０％と９５％との
間にあることを特徴とする請求項１～３のいずれか１項に記載の粉末冶金部品。
【請求項５】
　細孔及び酸化物介在物の９０％以上が１２μｍ以下の最大相当直径を有することを特徴
とする請求項１～４のいずれか１項に記載の粉末冶金部品。
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【請求項６】
　細孔及び酸化物介在物の少なくとも９０％が１００μｍ２以下の面積を有することを特
徴とする請求項１～４のいずれか１項に記載の粉末冶金部品。
【請求項７】
　領域における全酸素含有量が部品１ｇ当たり２０，０００μｇ未満であることを特徴と
する請求項１～６のいずれか１項に記載の粉末冶金部品。
【請求項８】
　領域における全窒素含有量が部品１ｇ当たり２，０００μｇ未満であることを特徴とす
る請求項１～７のいずれか１項に記載の粉末冶金部品。
【請求項９】
　領域におけるＡｌ２Ｏ３含有量が部品１ｇ当たり５００μｇ未満であることを特徴とす
る請求項１～８のいずれか１項に記載の粉末冶金部品。
【請求項１０】
　部品厚さに亘って酸素含有量が部品の中央から端部に向かって増加することを特徴とす
る請求項１～８のいずれか１項に記載の粉末冶金部品。
【請求項１１】
　以下の工程を有する請求項１～１０のいずれか１項に記載の粉末冶金部品の製造方法。
（ｉ）少なくともクロムを含有する金属粉末バッチであって、クロム含有量が、全金属含
有量に基づいて、８０重量％以上であり、他の金属の含有量が２０重量％以下であり、金
属粉末バッチの粉末が０．０５ｍ２／ｇ以上のＢＥＴ表面積を有する金属粉末バッチを準
備する工程、
（ｉｉ）この金属粉末バッチを圧縮成形して圧粉体を形成する工程、
（ｉｖ）この圧粉体を１，１００℃～１，５００℃で焼結する工程、
（ｖ）この焼結部品を酸素源の存在下で酸化する工程、
（ｖｉ）表面から酸化物層を除去する工程。
【請求項１２】
　工程（ｉｉ）：金属粉末バッチを圧縮成形して圧粉体を形成する工程と、工程（ｉｖ）
：前記圧粉体を１，１００℃～１，５００℃で焼結する工程との間に、工程（ｉｉｉ）：
前記圧粉体を６００℃～１，１００℃で予備焼結する工程を実施することを特徴とする請
求項１１に記載の製造方法。
【請求項１３】
　酸素源がＨ２Ｏ、Ｏ２、ＣＯ２又はこれらの混合物から選ばれることを特徴とする請求
項１１又は１２に記載の製造方法。
【請求項１４】
　前記焼結工程を水素雰囲気下で実施することを特徴とする請求項１１～１３のいずれか
１項に記載の製造方法。
【請求項１５】
　前記予備焼結工程を水素雰囲気下で実施することを特徴とする請求項１２～１４のいず
れか１項に記載の製造方法。
【請求項１６】
　予備焼結工程及び焼結工程の間に、キャリブレーション圧縮成形操作を実施することを
特徴とする請求項１２～１５のいずれか１項に記載の製造方法。
【請求項１７】
　前記キャリブレーション圧縮成形操作を５００～１，０００ＭＰａの特定の圧縮成形圧
力下に実施することを特徴とする請求項１６に記載の製造方法。
【請求項１８】
　圧縮成形の前に、前記金属粉末バッチの量に基づいて０．１～５重量％の量で、前記金
属粉末バッチに圧縮成形助剤を添加することを特徴とする請求項１１～１７のいずれか１
項に記載の製造方法。
【請求項１９】
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　少なくともクロムを含有する前記金属粉末バッチが全金属含有量に基づいて９０重量％
以上のクロムを含有することを特徴とする請求項１１～１８のいずれか１項に記載の製造
方法。
【請求項２０】
　請求項１～１０のいずれか１項に記載の粉末冶金部品から製造され／得ることができる
電気化学セルのためのインタコネクタ。
【請求項２１】
　８０重量％以上のクロム含有量を有する１つ以上の領域を有し該領域内に細孔及び／又
は酸化物介在物のいずれか一方又は両方が存在する電気化学セルのためのインタコネクタ
であって、
ａ）前記領域が理論密度の７０％と９５％との間の密度を有し、
ｂ）前記領域における酸素含有量が１ｇ当たり２０，０００μｇ未満であり、
ｃ）前記領域におけるガス透過性が２．７５バールの試験圧及び２０℃の温度において、
１０ｍＬ／分未満であること、
を特徴とするインタコネクタ。
【請求項２２】
　前記領域を通る切断面における細孔及び酸化物介在物の９０％以上が１００μｍ２以下
の面積を有することを特徴とする請求項２１に記載のインタコネクタ。
【請求項２３】
　クロム含有量が９０重量％以上であることを特徴とする請求項２１又は２２に記載のイ
ンタコネクタ。
【請求項２４】
　前記領域を通る断面における細孔及び酸化物介在物の９０％以上が１２μｍ以下の最大
相当直径を有することを特徴とする請求項２２又は２３に記載のインタコネクタ。
【請求項２５】
　前記領域を通る断面における細孔及び酸化物介在物の９０％以上が１００μｍ２以下の
面積を有することを特徴とする請求項２２～２４のいずれか１項に記載のインタコネクタ
。
【請求項２６】
　請求項２０～２５のいずれか１項に記載のインタコネクタの電気化学セルのための使用
。
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